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３

毎週火 金曜日発行･

改 正 後 改 正 前

別表（第 条関係） 別表（第 条関係）２ ２

公印 種類 形 寸法 管守者 摘 要

～ 略

地方機

関 長印

第 号

第 号

第 号

略

鳥取県健康

福 祉

ー所長印

ー

平方

子 家

庭課長

納入通知書等電

子計算機

処理 母子・

寡婦福祉資金関

係文書用

公印 種類 形 寸法 管守者 摘 要

～ 略

地方機

関 長印

第 号

第 号

第 号

略

鳥取県健康

福 祉

ー所長印

ー

平方

子育 支

援課長

納入通知書等電

子計算機

処理 母子・

寡婦福祉資金関

係文書用

の ひな

の

の

セ ン

タ

ミリメ

トル

ども により

する

の ひな

の

の

セ ン

タ

ミリメ

トル

て により

する
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鳥取県公印規程（昭和 年鳥取県訓令甲第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 当該改正部分 対応 同表 改

正後 欄中下線 引 部分 改 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分（以下「改正表」 。） 当該改正表 対応 次 表
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第 号

鳥 取 県 地

方 県 土 整

備 局 長 印

ー

平方

住宅環境

課長

納入通知書等電

子計算機

処理 県営住

宅関係文書用

～ 略

機関

印

第 号

第 号

鳥 取 県 何

所 （ 機 関

名 ） 印

ー

平方 機関 長

健 何 鳥

所 取

印 保 県

ー

平方 保健所長

取扱又

調理 営業

認証 係 標識

用 焼印章

略

第 号

鳥 取 県

土 木 事 務

所 長 印

ー

平方

住宅課長

納入通知書等電

子計算機

処理 県営住

宅関係文書用

～ 略

機関

印

第 号

鳥 取 県 何

所 （ 機 関

名 ） 印

ー

平方 機関 長

略
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ミリメ

トル

により

する

の ミリメ

トル の

ミリメ

トル

ふぐ はふ

ぐ の の

に る

に いる

ミリメ

トル

により

する

の ミリメ

トル の

改 正 後 改 正 前

（郵送）

第 条 略

文書管理主任 、郵便物 発送 、郵便物

発送簿（様式第 号）又 郵便規則第 条第 項 料

金後納郵便差出票 記載 鳥取県物品事務

取扱規則（昭和 年鳥取県規則第 号）第 条第 項

規定 郵券印紙受払簿 郵便切手 受払

明確 。

略

別表第 （第 条関係）

部 課 名 記号

（郵送）

第 条 略

文書管理主任 、郵便物 発送 、郵便物

発送簿（様式第 号）又 郵便規則第 条第 項 料

金後納郵便差出票 記載 鳥取県物品事務

取扱規則（昭和 年鳥取県規則第 号）第 条第 項

規定 郵券印紙受払簿 郵便切手 受払

明確 。

略

別表第 （第 条関係）

部 課 名 記号

47

15 49

39 12 17

16

47

15 49

39 12 17

16

２
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１

３

２
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１
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３
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は を するときは

は の

に するとともに

に する により の いを

にするものとする

は を するときは

は の

に するとともに

に する により の いを

にするものとする

附 則

訓令 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県文書管理規程 一部 改正 訓令 次 定 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県文書管理規程 一部 改正 訓令

鳥取県文書管理規程（平成 年鳥取県訓令第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 当該改正部分 対応 同表 改

正後 欄中下線 引 部分 改 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分（以下「改正表」 。） 当該改正表 対応 次 表

改正後 欄 表中太線 囲 部分 改 。
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の を する

の を のように する

の の の が かれた という を に する の

の が かれた に める

の の の の で まれた という を に する の の

の の で まれた に める
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略

総務部 略

国際課 国際

電子県庁推進課 電県

行政監察室 行

人権推進課 人推

同和対策課 同

企画部 略

文化振興課 文振

国内交流推進室 国交

略

福祉保健部 略

子 家庭課 子家

略

略

商工労働部 経済政策課 経政

経済交流課 経交

産業開発課 産開

略

農林水産部 略

経営支援課 経支

団体指導課 団指

略

耕地課 耕

略

水産課 水

略

県土整備部 略

略

略

総務部 略

同和対策課 同

国際課 国際

行政監察室 行

企画部 略

文化振興課 文振

略

福祉保健部 略

子育 支援課 子育

略

略

商工労働部 経済通商課 経通

経営商業課 経商

工業振興課 工振

略

農林水産部 略

経営指導課 経指

略

耕地課 耕

農村整備課 農整

略

水産課 水

漁港課 漁港

略

土木部 略

略

ども て

附 則

訓令 、平成 年 月 日 施行 。

職員 任免発令規程 一部 改正 訓令 次 定 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

この は から する

の の を する を のように める
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３
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改 正 後 改 正 前

（任免 発令 方法）

第 条 職員 任免 発令 、第 号様式 辞令書

又 第 号様式 昇給（昇格）・給与決定通知書

職員 交付 行 。 、行政組織 変更

配置換又 職名変更 発令 内訓 、

昇任（職員 定年等 関 条例（昭和 年鳥取県条

例第 号）第 条第 項 規定 引 続 勤務

職員（以下「勤務延長職員」 。）又

地方公務員法（昭和 年法律第 号）第 条 第

項、第 条 第 項又 第 条 第 項若

第 項 規定 採用 職員（以下「再任用

職員」 。） 期限又 任期 定 職員

場合 併 行 除 。）、行政組織

変更 配置換（勤務延長職員又 再任用職員

期限又 任期 定 職員 場合 併

行 除 。）、転任、出向、転職、兼職、兼

務、事務取扱、兼職解除、兼務解除、事務取扱解除、

派遣、派遣期間更新、派遣解除、研修又 研修解除

発令 口頭 伝達 代

。

別表（第 条関係）

（任免 発令 方法）

第 条 職員 任免 発令 、第 号様式 辞令書

又 第 号様式 昇給（昇格）通知書 職員 交

付 行 。 、行政組織 変更 配置換又

職名変更 発令 内訓 、昇任（職

員 定年等 関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号）

第 条第 項 規定 引 続 勤務 職

員（以下「勤務延長職員」 。）又 地方公務員

法（昭和 年法律第 号）第 条 第 項、第

条 第 項又 第 条 第 項若 第 項

規定 採用 職員（以下「再任用職員」

。） 期限又 任期 定 職員 場合

併 行 除 。）、行政組織 変更

配置換（勤務延長職員又 再任用職員 期限又

任期 定 職員 場合 併 行

除 。）、転任、出向、転職、兼職、兼務、事務取

扱、兼職解除、兼務解除、事務取扱解除、派遣、派遣

期間更新、派遣解除、研修又 研修解除 発令

口頭 伝達 代

。

別表（第 条関係）

の の

の の は による

は による

を に して う ただし の によ

る は の については をもって

の に する

の により き いて

している という は

の

の は の しく

は の により された

という が は の めのない と

なる に せて われるものを く の

によらない は

が は の めのない となる に せて

われるものを く

は の

については による をもってこれに える

ことができる

の の

の の は による

は による を に

して う ただし の による

は の については をもって

の に する

の により き いて している

という は

の

の は の しくは の

により された とい

う が は の めのない となる に

せて われるものを く の によら

ない は が は

の めのない となる に せて われるも

のを く

は の につい

ては による をもってこれに えることができ

る

２ １

２

１ ４ １

４

１ ５ １ ６ １

２

３

２ １

２

１

４ １

４ １

５ １ ６ １ ２

３

59

25 261 28

28 28

59

25 261 28 28

28

職員 任免 発令 形

式

第 一般職 職員（臨時的

任用職員 除 。） 場合

採用（現 職員

者 職員 職（以下「職」

。） 任用 場

合。 、地方公務員

法第 条 第 項、第

条 第 項又 第

条 第 項若 第

項 規定 採用

場合 除 。）

（ ）

鳥取県…… 任命

（公益法人等 一般職

地方公務員 派遣等

関 法律第 条第 項

規定 ）

（ ） 事務吏員及 技術吏員

別 。

○公益法人等 一般職 地方

公務員 派遣等 関 法律

（平成 年法律第 号）第

条第 項 規定 採用

職員 任免 発令 形

式

第 一般職 職員（臨時的

任用職員 除 。） 場合

採用（現 職員

者 職員 職（以下「職」

。） 任用 場

合。 、地方公務員

法第 条 第 項、第

条 第 項又 第

条 第 項若 第

項 規定 採用

場合 除 。）

（ ）

鳥取県…… 任命 （ ） 事務吏員及 技術吏員

別 。

の の の

の

を く の

に でない

を の

という に する

ただし

の

の は

の しくは

の により す

る を く

ア

に する

への

の の に

する

の による

ア び の

とする

への の

の に する

の により す

の の の

の

を く の

に でない

を の

という に する

ただし

の

の は

の しくは

の により す

る を く

ア

に する ア び の

とする

１

１

４ １
５ １

６ １
２

１
１

１

１

４ １
５ １

６ １
２

28
28 28

10 12 50 10

28
28 28

職員 任免発令規程 一部 改正 訓令

職員 任免発令規程（昭和 年鳥取県訓令第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 、改正後部分 対応 改正部分

存在 場合 、当該改正後部分 加 。

の の を する

の の を のように する

の の の が かれた という に する の の

が かれた という が する には を に め

に する が しない には を り に する が

しない には を える

39 １



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 29 60 5３

……職……級 決定

……号給 給

……勤務 命

（ ）

…… 命

任期 …年…月…日

～ 略

転任（任命権者 異

他 部局 転入

場合）

鳥取県…… 任命

……勤務 命

…… 命

略

転職（昇任及 降任以

外 方法 異種 認

職員 種類又 職

命 場合）

鳥取県…… 任命

…… 命

～ 略

併任（任命権者 異

他 部局若 他

団体 所属 者

職員 任用

場合又 地方自治法

（昭和 年法律第 号）

第 条 規定

派遣 受 場合）

鳥取県…… 任

命

……勤務 命

…… 命

及 略

辞職（職員 意思

退職 場合）

辞職 承認

（公益法人等 一般職

地方公務員 派遣等

関 法律第 条第 項

規定 ）

場合 限 。

○任期付研究員 採用等 関

条例（平成 年鳥取県条例

第 号）第 条 規定

採用 職員（以下「任期

付研究員」 。） 採用

場合 除 。

○枠外 場合 「特 ……円

給 」 。

○所属部課所 長 採用 場

合 除 。

（ ） 職名 。

○任期付研究員又 地方公務員

育児休業等 関 法律

（平成 年法律第 号）第

条第 項 規定 採用

職員（同項第 号 掲

採用 係 限 。

以下「任期付職員」 。）

採用 場合 限 。

略

○職員 種類 異動 場合

限 。

略

略

○公益法人等 一般職 地方

公務員 派遣等 関 法律

第 条第 項 規定 任

命権者 要請 応 退職

場合 限 。

……職……級 決定

……号給 給

……勤務 命

（ ）

…… 命

任期 …年…月…日

～ 略

転任（任命権者 異

他 部局 転入

場合）

鳥取県…… 任命

……職……級 決定

……号級 給

……勤務 命

…… 命

略

転職（昇任及 降任以

外 方法 異種 認

職員 種類又 職

命 場合）

鳥取県…… 任命

……職……級 決定

……号級 給

…… 命

～ 略

併任（任命権者 異

他 部局 所属

者 職員

任用 場合又 地方自

治法（昭和 年法律第

号）第 条 規定

派遣 受 場合）

鳥取県…… 任

命

……勤務 命

…… 命

及 略

辞職（職員 意思

退職 場合）

辞職 承認

○任期付研究員 採用等 関

条例（平成 年鳥取県条例

第 号）第 条 規定

採用 職員（以下「任期

付研究員」 。） 採用

場合 除 。

○枠外 場合 「特 ……円

給 」 。

○所属部課所 長 採用 場

合 除 。

（ ） 職名 。

○任期付研究員 採用 場合

限 。

略

○職員 種類 異動 場合

限 。

○給料表 異 異動

場合 限 。

略

略

に する

を する

を ずる

イ

を ずる

は まで

とする

を に

する の から さ

せる
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び
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の に する をそ
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る は
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り を ける
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を ずる

を ずる

び

の によっ

て させる

を する

への

の の に

する

の による

る に る

の に す

る

の により

される

という を

する を く

の には に

を する とする

の への の

を く

イ とする

は

の に する

の により

される に

げる に るものに る

という

を する に る

の を させる

に る

への の

の に する

の による

の に じて す

る に る

に する

を する

を ずる

イ

を ずる

は まで

とする

を に

する の から さ

せる

に する

に する

を する

を ずる

を ずる

び

の で と めら

れる の は を

ずる

に する

に する

を する

を ずる

を に

する の に する

をそのまま として

する は

の の

により を ける

にあわせて

する

を ずる

を ずる

び

の によっ

て させる

を する

の に す

る

の により

される

という を

する を く

の には に

を する とする

の への の

を く

イ とする

を する

に る

の を させる

に る

を にして させ

る に る
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６
７

８

１

４ ４

３
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10
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22 67
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15 20
21

22 31
32

33

34 37
38 25
2 17

63

14

252 17

28
28

28

12 51

15 20
21

110

22 31
32

33

34 37
38 25
2 17

63

252 17

28
28

28

12 51

～ 略

育児休業承認（地方公

務員 育児休業等 関

法律第 条第 項 規

定 育児休業 承認

場合）

地方公務員 育児休業

等 関 法律第 条第

項 規定 …年…

月…日 育児休業 承

認

給与 地方公務員 育

児休業等 関 法律附

則第 条第 項 規定

支給

～ 略

任期更新

再任用 任期 …年…月

…日 更新

任期付研究員 任期 …

年…月…日 更新

任期付職員 任期 …年

…月…日 更新

任期満了退職

再任用 任期 満了

退職

任期付研究員 任期 満

了 退職

任期付職員 任期 満了

退職

～ 略

派遣（地方自治法第

条 、外国 地方公

共団体 機関等 派遣

職員 処遇等 関

条例（昭和 年鳥取県

条例第 号。以下「海外

派遣条例」 。）第

条第 項、公益法人等

職員 派遣等 関

条例（平成 年鳥取県

条例第 号。以下「公益

法人等派遣条例」 。）

第 条第 項 規定

派遣 場合）

地方自治法第 条

規定（外国 地方公共

団体 機関等 派遣

職員 処遇等 関

条例第 条第 項 規定

・公益法人等 職員

略

○地方公務員 育児休業等 関

法律附則第 条第 項

規定 適用 受 者 育児

休業 承認 場合 限 。

○地方公務員法第 条 第

項 規定又 同法第 条

第 項（同法第 条 第

項 準用 場合 含

。） 規定 再任用

任期 更新 場合 限 。

○地方公共団体 一般職 任期

付研究員 採用等 関 法

律（平成 年法律第 号）第

条第 項 規定 任期

付研究員 任期 更新 場

合 限 。

○地方公務員 育児休業等 関

法律第 条第 項 規定

任期付職員 任期 更

新 場合 限 。

○再任用職員 任期 満了

退職 場合 限 。

○任期付研究員 任期 満了

退職 場合 限 。

○任期付職員 任期 満了

退職 場合 限 。

略

～ 略

育児休業承認（地方公

務員 育児休業等 関

法律（平成 年法律第

号）第 条第 項

規定 育児休業 承

認 場合）

地方公務員 育児休業

等 関 法律第 条第

項 規定 …年…

月…日 育児休業 承

認

給与 地方公務員 育

児休業等 関 法律附

則第 条第 項 規定

支給

～ 略

任期更新

再任用 任期 …年…月

…日 更新

任期付研究員 任期 …

年…月…日 更新

任期満了退職

再任用 任期 満了

退職

任期付研究員 任期 満

了 退職

～ 略

派遣（地方自治法第

条 規定又 外国

地方公共団体 機関等

派遣 職員 処遇

等 関 条例（昭和

年 月鳥取県条例第 号。

以下「海外派遣条例」

。）第 条 規定

派遣 場合）

地方自治法第 条

規定（外国 地方公共

団体 機関等 派遣

職員 処遇等 関

条例第 条 規定）

略

○地方公務員 育児休業等 関

法律附則第 条第 項

規定 適用 受 者 育児

休業 承認 場合 限 。

○地方公務員法第 条 第

項 規定又 同法第 条

第 項（同法第 条 第

項 準用 場合 含

。） 規定 再任用

任期 更新 場合 限 。

○地方公共団体 一般職 任期

付研究員 採用等 関 法

律（平成 年法律第 号）第

条第 項 規定 任期

付研究員 任期 更新 場

合 限 。

○再任用職員 任期 満了

退職 場合 限 。

○任期付研究員 任期 満了

退職 場合 限 。

略
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の を する

に る
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の の は

の の

に される の

に する
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派遣等 関 条例第

条第 項 規定）

（ ）

……… ……年…

…月……日 派遣

派遣 期間中、給料、扶

養手当、調整手当、住居

手当及 期末手当

（ ）

分 …… 支給

（派遣 期間中、給

与 支給 ）

派遣期間更新（派遣

期間 更新 場合）

派遣 期間 ……年……

月……日 更新

更新 係 期間中、給料、

扶養手当、調整手当、住

居手当及 期末手当

（ ）

分 …… 支

給 （更新 係 期間

中、給与 支給 ）

～ 略

給与決定（転職（給料

表 異 異動

場合及 職務 級又 号

給 変更 場合 限

。）又 転任 伴 、

給与 決定 場合）

……職…級 決定

……号給 給

第 ～第 略

略

（ ） 派遣先

○海外派遣条例又 公益法人等

派遣条例 規定 派遣

場合 限 。

（ ） 支給 割合 。

○海外派遣条例又 公益法人等

派遣条例 規定 派遣

期間 更新 場合 限

（ ） 支給 割合 。

略

○枠外 場合 「特 ……円

給 」 。

略

（ ）

……… ……年……月

……日 派遣 派遣

期間中、給料、扶養手

当、調整手当、住居手当

及 期末手当

（ ）

分 …… 支給

（派遣 期間中、給

与 支給 ）

派遣期間更新（派遣

期間 更新 場合）

派遣 期間 ……年……

月……日 更新

更新 係 期間中、給料、

扶養手当、調整手当、住

居手当及 期末手当

（ ）

分 …… 支

給 （更新 係 期間

中、給与 支給 ）

～ 略

第 ～第 略

略

（ ） 派遣先

○海外派遣条例 規定 派

遣 場合 限 。

（ ） 支給 割合 。

○海外派遣条例 規定 派

遣 期間 更新 場合 限

（ ） 支給 割合 。

略

略
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２
１

２ ４ ２ ４

100

39

100

40 45
46

100

39

100

40 45

第 号様式（第 条関係）

昇給（昇格）・給与決定通知書

略

第 号様式（第 条関係）

昇給（昇格）通知書

略

２ ２ ２ ２

附 則

訓令 、平成 年 月 日 施行 。

訓令 施行 際現 存 用紙 、改正前 職員 任免発令規程 定 作成

、改正後 職員 任免発令規程（以下「新訓令」 。） 規定 、当分 間、所要 調

整 上 新訓令 定 書類 使用 。

佐治川 操作規則及 百谷 操作規則 一部 改正 訓令 次 定 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ ４ １

２

３

この は から する

この の の に する で の の の めるところにより されている

ものは の の という の にかかわらず の の

をした で に める として することができる

ダム び ダム の を する を のように める

14

14 29

鳥取県訓令第 号５
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改 正 後 改 正 前

（洪水警戒体制）

第 条 郡家土木事務所長（以下「所長」 。） 、

次 各号 一 該当 場合 、洪水警戒体

制 。

（ ）及 （ ） 略

（洪水警戒体制時 措置）

第 条 所長 、前条 規定 洪水警戒体制

、直 次 各号 定 措置

。

（ ） 鳥取県土木部砂防利水課、建設省鳥取工事事務

所、鳥取地方気象台 他 関係機関 連絡並

気象及 水象 関 観測及 情報 収集 密

。

（ ）及 （ ） 略

（洪水調節）

第 条 所長 、次 各号 定 、洪水

調節 行 。 、所長 、気

象、水象 他 状況 特 必要 認 場合

、 。

（ ）及 （ ） 略

（洪水調節等 後 水位 低下）

第 条 所長 、前条 規定 洪水調節 行

後又 次条 規定 洪水 達 流水 調節

行 後 、水位 常時満水位

、 、水位 常時満水位 低下

、下流 支障 与 程度 流量 限度 、

放流 行 。

（洪水 達 流水 調節）

第 条 所長 、気象、水象 他 状況 必要

認 場合 、洪水 達 流水

調節 行 。

（洪水警戒体制 解除）

第 条 所長 、洪水警戒体制 維持 必要

認 場合 、 解除

。

（洪水警戒体制）

第 条 八頭地方県土整備局長（以下「局長」 。）

、次 各号 該当 場合 、

洪水警戒体制 。

（ ）及 （ ） 略

（洪水警戒体制時 措置）

第 条 局長 、前条 規定 洪水警戒体制

、直 次 定 措置

。

（ ） 鳥取県土整備部河川砂防課、国土交通省鳥取工

事事務所、鳥取地方気象台 他 関係機関 連

絡並 気象及 水象 関 観測及 情報 収集

密 。

（ ）及 （ ） 略

（洪水調節）

第 条 局長 、次 定 、洪水調節

行 。 、局長 、気象、水象

他 状況 特 必要 認 場合 、

。

（ ）及 （ ） 略

（洪水調節等 後 水位 低下）

第 条 局長 、前条 規定 洪水調節 行 後

又 次条 規定 洪水 達 流水 調節 行

後 、水位 常時満水位 、

速 、水位 常時満水位 低下 、下流

支障 与 程度 流量 限度 、

放流 行 。

（洪水 達 流水 調節）

第 条 局長 、気象、水象 他 状況 必要

認 場合 、洪水 達 流水

調節 行 。

（洪水警戒体制 解除）

第 条 局長 、洪水警戒体制 維持 必要

認 場合 、 解除

。
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13

14

15

16

17

12

13

14

15

16

17

という は

の の に する においては

をとらなければならない

び

における

は の により をとっ

たときは ちに の に める をとらなけれ

ばならない

その の との び

に び に する び の を に

すること

び

は の に めるところにより

を なわなければならない ただし は

その の により に と める に

おいては これによらないことができる

び

の における の

は の により を なった

は の により に しない の を

なった において が をこえている

ときは すみやかに を に させる

ため に を えない の を として

ダムから を なわなければならない

に しない の

は その の により と

める においては に しない について

も を なうことができる

の

は を する がなくなっ

たと める においては これを しなければな

らない

という

は の のいずれかに する においては

をとらなければならない

び

における

は の により をとっ

たときは ちに に める をとらなければなら

ない

その の との

びに び に する び の

を にすること

び

は に めるところにより を

わなければならない ただし は

その の により に と める においては

これによらないことができる

び

の における の

は の により を った

は の により に しない の を っ

た において が をこえているときは

やかに を に させるため

に を えない の を として ダムから

を わなければならない

に しない の

は その の により と

める においては に しない について

も を うことができる

の

は を する がなくなっ

たと める においては これを しなければな

らない

１ ２

１

２ ３

１ ２

１ ２

１

２ ３

１ ２

佐治川 操作規則及 百谷 操作規則 一部 改正 訓令

（佐治川 操作規則 一部改正）

第 条 佐治川 操作規則（昭和 年鳥取県訓令第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下 条 「改正部分」 。） 当該改正部分

対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。

ダム び ダム の を する

ダム の

ダム の を のように する
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（放流 原則）

第 条 局長 、 放流 行 場合 、

放流 下流 急激 水位 変動 生 努

。

（不特定用水 供給 放流）

第 条 局長 、 期間 、不特定用水

供給 必要 認 、貯留量 範

囲内 必要量 放流 。

（放流 関 通知等）

第 条 局長 、 貯留 流水 放流

流水 状況 著 変化 生 認

場合 、 生 危害 防止

必要 認 、特定目的 法

（昭和 年法律第 号）第 条 規定 準 関係機

関 通知 、一般 周知 必要

措置 。

略

（点検及 整備）

第 条 局長 、次 掲 施設等 常 良好 状態

保 点検及 整備 行 。

（ ）～（ ） 略

局長 、 ー 、 及 予備電源設備 常 良

好 状態 保 、適時試運転 行

。

（調査又 測定）

第 条 局長 、別表 掲 事項 関 、同表 項目

調査又 測定 行 。

（ ー 等 操作記録）

第 条 局長 、第 条 規定 洪水調節 行

、第 条 規定 放流 行 、又 第

条 規定 洪水 達 流水 調節 行

、次 掲 事項 記録

。

（ ）～（ ） 略

局長 、前項 規定 場合 除 、第 条 規定

ー 操作 、又 第 条 規定

放流管 操作 、 状況 前項

規定 準 記録 。

（調査結果等 記録）

第 条 局長 、第 条 規定 点検及 整備 行

結果並 第 条 規定 調査又 測定 行

結果 記録 。

（放流 原則）

第 条 所長 、 放流 行 場合 、

放流 下流 急激 水位 変動 生 努

。

（不特定用水 供給 放流）

第 条 所長 、 期間 、不特定用水

供給 必要 認 、貯留量 範

囲内 必要量 放流 。

（放流 関 通知等）

第 条 所長 、 貯留 流水 放流

流水 状況 著 変化 生 認

場合 、 生 危害 防止

必要 認 、特定目的 法

（昭和 年法律第 号）第 条 規定 準 関係機

関 通知 、一般 周知 必要

措置 。

略

（点検及 整備）

第 条 所長 、次 各号 掲 施設等 常 良好

状態 保 点検及 整備 行

。

（ ）～（ ） 略

所長 、 ー 、 及 予備電源設備 常 良

好 状態 保 、適時試運転 行

。

（調査又 測定）

第 条 所長 、別表 掲 事項 関 、同表 項目

調査又 測定 行 。

（ ー 等 操作記録）

第 条 所長 、第 条 規定 洪水調節 行

、第 条 規定 放流 行 、又

第 条 規定 洪水 達 流水 調節 行

、次 各号 掲 事項 記録

。

（ ）～（ ） 略

所長 、前項 規定 場合 除 、第 条 規定

ー 操作 、又 第 条 規定

放流管 操作 、 状況 前項

規定 準 記録 。

（調査結果等 記録）

第 条 所長 、第 条 規定 点検及 整備 行

結果並 第 条 規定 調査又 測定

行 結果 記録 。
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（管理月報及 管理年報 作成）

第 条 所長 、知事 別 定 、 管

理月報及 管理年報 作成 。

（管理月報及 管理年報 作成）

第 条 局長 、知事 別 定 、 管

理月報及 管理年報 作成 。

改 正 後 改 正 前

（洪水警戒体制）

第 条 鳥取土木事務所長（以下「所長」 。） 、

次 各号 該当 場合 、洪水

警戒体制 。

（ ）及 （ ） 略

（洪水警戒体制時 措置）

第 条 所長 、前条 規定 洪水警戒体制

、直 、次 各号 定 措置

。

（ ） 鳥取県土木部砂防利水課、建設省鳥取工事事務

所、鳥取地方気象台 他 関係機関 連絡並

気象及 水象 関 観測及 情報 収集 密

。

（ ）及 （ ） 略

（洪水調節等）

第 条 所長 、次 各号 定 、洪水

調節等 行 。

（ ）及 （ ） 略

（洪水警戒体制 解除）

第 条 所長 、洪水警戒体制 維持 必要

認 場合 、 解除

。

（放流 原則）

第 条 所長 、 放流 行 場合 、

放流 下流 急激 水位 変動 生 、

、放流 無効放流 努

。

（不特定用水 補給 放流）

第 条 所長 、不特定用水 補給 必要

認 場合 、 毎秒 立方 ー

限度 放流 。

（放流 関 通知等）

（洪水警戒体制）

第 条 鳥取地方県土整備局長（以下「局長」 。）

、次 各号 該当 場合 、

洪水警戒体制 。

（ ）及 （ ） 略

（洪水警戒体制時 措置）

第 条 局長 、前条 規定 洪水警戒体制

、直 、次 定 措置

。

（ ） 鳥取県土整備部河川砂防課、国土交通省鳥取工

事事務所、鳥取地方気象台 他 関係機関 連

絡並 気象及 水象 関 観測及 情報 収集

密 。

（ ）及 （ ） 略

（洪水調節等）

第 条 局長 、次 定 、洪水調節等

行 。

（ ）及 （ ） 略

（洪水警戒体制 解除）

第 条 局長 、洪水警戒体制 維持 必要

認 場合 、 解除

。

（放流 原則）

第 条 局長 、 放流 行 場合 、

放流 下流 急激 水位 変動 生 、

、放流 無効放流 努

。

（不特定用水 補給 放流）

第 条 局長 、不特定用水 補給 必要

認 場合 、 毎秒 立方 ー

限度 放流 。

（放流 関 通知等）
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（百谷 操作規則 一部改正）

第 条 百谷 操作規則（昭和 年鳥取県訓令第 号） 一部 次 改 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下 条 「改正部分」 。） 当該改正部分

対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。
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第 条 所長 、 貯留 流水 放流

流水 状況 著 変化 生 認

場合 、 生 危害 防止

必要 認 、特定多目的 法

（昭和 年法律第 号）第 条 規定 準 関係機

関 通知 、一般 周知 必要

措置 。

略

（点検及 整備）

第 条 所長 、次 各号 掲 施設等 常 良好

状態 保 、洪水期間 定期及 適時 、

非洪水期間 定期 、点検及 整備 行

。

（ ）～（ ） 略

所長 、 ー 等 常 良好 状態 保 、非

洪水期間 適時試運転 行 。

（調査又 測定）

第 条 所長 、別表 掲 事項 関 、同表 項目

調査又 測定 行 。

（ ー 等 操作記録）

第 条 所長 、第 条 規定 洪水調節等 行

、又 第 条及 第 条 規定 ー 等

操作 行 、次 各号 掲 事項 記録

。

（ ）～（ ） 略

（調査結果等 記録）

第 条 所長 、第 条 規定 点検及 整備 行

結果並 第 条 規定 調査又 測定 行

結果 記録 。

（管理月報及 管理年報 作成）

第 条 所長 、知事 別 定 、

管理月報及 管理年報 作成 。

第 条 局長 、 貯留 流水 放流

流水 状況 著 変化 生 認

場合 、 生 危害 防止

必要 認 、特定多目的 法

（昭和 年法律第 号）第 条 規定 準 関係機

関 通知 、一般 周知 必要

措置 。

略

（点検及 整備）

第 条 局長 、次 掲 施設等 常 良好 状態

保 、洪水期間 定期及 適時 、非洪

水期間 定期 、点検及 整備 行

。

（ ）～（ ） 略

局長 、 ー 等 常 良好 状態 保 、非

洪水期間 適時試運転 行 。

（調査又 測定）

第 条 局長 、別表 掲 事項 関 、同表 項目

調査又 測定 行 。

（ ー 等 操作記録）

第 条 局長 、第 条 規定 洪水調節等 行

、又 第 条及 第 条 規定 ー 等

操作 行 、次 掲 事項 記録

。

（ ）～（ ） 略

（調査結果等 記録）

第 条 局長 、第 条 規定 点検及 整備 行

結果並 第 条 規定 調査又 測定 行

結果 記録 。

（管理月報及 管理年報 作成）

第 条 局長 、知事 別 定 、

管理月報及 管理年報 作成 。
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附 則

訓令 、平成 年 月 日 施行 。この は から する14 ４ １
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